
日本郵船･紡績聯合会のインド棉輸送契約の

推移 1893-1894年
一推移的な｢組織化された企業者活動｣の一例-

後 藤 伸

1.はじめに

1893(明治26)年10月に日本郵船と紡績聯合

会1との間で結ばれたイン ド棉輸送契約は､ 日

本郵船にとっては同社初の遠洋航路の開設と維

持を可能としたものとして､また紡績聯合会に

結集 した紡績企業にとっては原棉の安定的かつ

低廉な輸送手段を提供するものとして､それぞ

れ位置づけられる｡またこの契約を成立させた

両者の結束は､後進工業国が国際競争のなかで

自国産業を確立する際に広範にみられたという､

業種を超えた企業間の相互支持関係 - ｢組織

化された企業者活動｣の一典型ともみられてい

る｡2

筆者は､郵船と聯合会との相互支持関係の存

在を否定するものではないが､それははじめか

ら確固たるものとして存在 したわけではないこ

と､両者の支持関係は国際競争の展開のなかで

形成され変化 していったもの､つまり一言でい

えば推移的なものと考えている｡そのような推

移的な両者の支持関係をみるために､本稿では

1893年契約とその前後の契約素案や契約改定と

の比較検討を試みることにしたい｡これまで93

年契約については､その条文を掲載 したうえで

の簡単な内容の紹介がなされてきた｡3 しかし､

93年にいたる素案段階での内容と93年契約との

比較対照､あるいは93年以後の契約との異同な

どについては､詳細な検討がなされてこなかっ

た｡ したがって､さきの支持関係の推移的な性

格が見過ごされてきたと思われる｡

1893年の契約成立の前段階における素案とし

ては､1893年8月に開かれた紡績聯合会臨時総

会の席上にだされた議案がある｡第 2節ではこ

れを検討 したい｡第 3節では､1893年契約を取

り上げ､その内容を紹介する｡ さらに第4節で

は､1894年に追加された契約の成立事情とその

内容をみていく｡最後に､郵船と聯合会の契約

の推移にみられる特徴をまとめることで､本稿

の結論とする｡

2.聯合会臨時総会における契約素案

1893年 5月に来 日したイン ド綿業者J･N･

タタと日本側関係者との話し合いは､兜町の渋

沢栄一の私邸で開かれた第4回会談 (6月某 日)

で､日本郵船とタタとの共同事業としてボンベ

イ航路を開設するとい う基本的な了解に達 し

た｡4ただし､この開設は既存の配船船社 -

ボンベイ航路において海運同盟という定期船会

社間のカルテル組織を結成 している欧州 3船

社5- との激烈な競争を惹起するであろうこ

と､それゆえ荷主からの積極的な支援の確約な

くしては新事業の維持存続が困難であることは

関係者の間で当然に予期された｡このためさき

の兜町会談に同席 した鐘淵紡績会社の朝吹英二

は､渋沢に対してその関係する2大紡績企業の

大阪紡績と三重紡績-協力を要請するよう求め

るとともに､みずからは新設航路事業に対する

紡績業者の全面支援を確保すべく紡績聯合会に

臨時総会を開かせて､支援策を正式な議題に上

げることを確約 した｡6

このようなお膳立てを経たうえで､1893年 8

月5日､大阪にて紡績聯合会の臨時総会が関か
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れた｡7 同総会でかけられた議案はつぎのとお

りである｡ 8

第一項 日本郵船会社ハタ 氏ヽ 卜結合シテ弐

牌ノ船ヲ孟買へ回航セシムルコ ト

第二項 繰棉-噸ノ運賃拾七 ｢ルーピー｣ナ

ルヲ引下ケ拾三 ｢ルーピー｣ トスルコ

ト

第三項 前二項ヲ実行スルニ於テハ他汽船会

社 卜競争ノ結果二依り拾三 ｢ルーピー｣

以内二引下ケサルヲ得ザル トキハ其減

額二対シ聯合会ハ之ヲ補給スルコト

この議案内容を簡単に補足しておこう｡第一

項は､ボンベイ航路を郵船とタタ家との共同運

航事業として開設するというものである｡ここ

でいわれている2隻の運航隻数 (による就航頻

磨)がインド柿の日本-の回漕に十分であるか

どうかは､のちに総会でも問題となった｡第二

項は､インドから積み出される繰棉 (実棉を乾

燥させ綿毛と種とを分離 したもの) 1トンの運

賃を17ルピーから13ルピー-引き下げるという

ものである｡ここでいう1トンとは容積40立方

フィー トのことを指し､棉花の重量ではない｡

また ｢ルーピー｣はインドの通貨単位 (Rupee)

をあらわす｡17ルピーはボンベイ航路における

当時の海運同盟運賃であり､計画中の共同運航

事業ではこれを13ルピーにまで引き下げる､と

いうのが第二項の内容である｡最後の項でいう

｢他汽船会社 卜競争｣とい うのは､ボンベイ航

路で同盟を結成 している欧州 3船社との競争を

意味しよう｡その競争の結果､運賃が13ルピー

以下の水準にまで下がった場合､第二項でいう

13ルピーとの差額について ｢聯合会ハ之ヲ補給

スル｣､とい うのが第三項の意味であろう｡つ

まり､運賃13ルピーは聯合会が郵船 (およびタ

タ)に支払いを保証する運賃水準であった｡

聯合会の臨時総会でも､第三項の補給の是非

や方法について疑義がだされた｡9だが､この

大要だけを示 した議案に対しては詳細を詰める

必要があるとして､調査委員を選出してかれら
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に詳細議案の取りまとめを依頼することになっ

た｡ 10 かくして選出された調査委員会はさっそ

くに原案を取 りまとめ､総会二日目にこれを提

出した｡この全17条からなる調査委員会原案の

内容は､付録 Ⅰに示 したとおりである｡聯合会

の臨時総会はこの原案を審議 し､必要な加除修

正をくわえて8月10日に採択決議 した｡この全

22条からなる総会での決議要領は､付録Ⅱのと

おりである｡

最初の委員会原案と総会の決議要領 との異同

を一覧して示せば､第 1表のとお りである｡同

表において､委員会原案の該当条項は丸付きの

算用数字で､また決議要領の条項はそのまま漢

数字の順番で示 している｡

第 1表に掲げた委員会原案や決議要領で言わ

れている棉花取引およびその運賃について､若

干の説明を加えておこう (第 1図を参照のこと)0

イン ド楠の買付けは ｢同盟綿商｣が行 うこと

になっているので (④および第四)､ 日本郵船

に運賃を支払 うのはさしあたりこの同盟綿商と

い うことになる｡11綿商が日本郵船に支払 う運

賃をここでは市場運賃と呼んで､記号f,nで表

すことにしよう (添え字のmはmarketを表記)0

綿商は聯合会の紡績業者にインド楠を日本で引

き渡すが､そのイン ドからの棉花輸送の運賃は

契約上棉花1トン (40立方フィー ト)当たり委

員会原案では13ルピー (③)､決議要領では17

ルピー (第三)に設定されていた｡この契約に

定められた運賃をここでは約定運賃と呼んで､

記%fa-で表すことにする(添え字のaはagreement

を表記､またαの上に引いてあるバーは一定を

意味)｡綿商が日本郵船に支払 う市場運賃と紡

績業者が綿商に支払 う約定運賃とが一致してい

る場合､つまりfm-fa-の場合､なにも問題が

ないことになる｡ しかし､この市場運賃と約定

運賃とが一致しない場合､どう処理するかが委

員会原案および決議要領に盛 り込まれた｡

まず､市場運賃が約定運賃よりも低くなった

場合､つまりfm<fa-の場合であるOその場合､

紡績業者が綿商に支払 う約定運賃fa-には変更

がないため (⑤および第六)､市場運賃と約定



第 1表 調査委員会原案と総会決議要領 との異同

事 項 委員会原案 決議要領

日本郵船との契約者 常務委員3名 ((∋) 同左 (第一)

契約期間 1カ年 (②) 同左 (第二)

契約上の運賃 1トン当たり13ルピー (③) 1トンにつき17ル ピー､郵船の特別割引4ルピー (第三)

印楠の購入 同盟棉商からのみ (④) 同盟棉商からのみ○ただし､盟外購入の場合は納付金と報告の義務 (第四)

棉商の同盟外販売控え 規約なし 規約あり (第五)

運賃水準<契約上の運賃の場合の支払運賃 契約上の運賃支払い義務 (⑤) 同左 (第六)

上記の場合の差金処理 同盟棉商が積置金 として保管(⑥) 同左 (第七)

運賃水準>契約上の運賃の 積置金から支弁 (⑦)､積置金 同左 (第八､九条)
場合の差金の支弁方法 ない場合は棉商が立替 (⑧)

最初から市場運賃>約定運賃の場合の支弁方法 規定なし 棉商が立替 (第十条)

剰余金の処理方法 棉花買入高に応 じて紡績業者に分旦武 (⑨) 同左 (第十一)

同盟-の新規加入処理 常務委員が担当 (⑩) 同左 (第十二)

同盟事務費の負担処理 棉花買入高に応 じて賦課 (⑪) 同左 (第十三)

同盟外棉商から購入の場合 違約金の支払い (⑫) 300斤1俵に付2円50銭の違約金
の罰則 支払い (第十四)

違約監視の奨励 規約なし 報告者に違約金の半額を支給(第十五)

孟買回漕事務所 同盟棉商をもって組織 (⑬) 同左 (第十六)

郵船及棉商との交渉責任 選出の相談員5名 (⑭) 同左 (第十七)

執行事務の取扱い場所 聯合会事務所 (⑮) 同左 (第十八)

船舶調整 郵船との契約に挿入 (⑯) 同左 (第十九)

運賃以外の費用項目水準 外国汽船会社と同一 (⑰) 外国汽船会社よりも高くないこと (第二十)

施行細則 規約なし 実行細則の規定作成 (第廿-)

資料 :付録 Ⅰおよび付録Ⅱより作成
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fm日本郵船
第 1図 素案段階における棉取引と運賃

資料 :付録 Ⅰおよび付録 Ⅱより作成

4ル ピーの特別割引

第2図 決議要領における運賃と特別割引

運賃との間には差額fa--fm(>o)が生じる｡

このプラスの ｢差金｣は ｢積置金｣として､さ

しあたり同盟綿商が保管することとした (⑥お

よび第七)｡また反対に市場運賃が約定運賃よ

りも高い場合､つまりfm>fa-の場合､12fa1-fm
<oとなってマイナスの ｢差金｣が生じる｡こ

の ｢差金｣はさきの ｢積置金｣から支弁するか

(⑦および第八)､｢積置金｣がない場合は同盟

綿商が立て替え､半期ごとに棉花買入高に応 じ

て紡績業者に賦課した徴集金によって清算する

こととした (⑧および第九)｡そしてネットの

｢積置金｣残高がある場合には､半期ごとに綿

花買入高に応 じて紡績業者に返金することにし

た (⑨および第十一)0

このような条項で示される仕組みは､つぎの

ようなことを前提に考案されたと思われる｡つ

まり､ 日本郵船は約定運賃fa-をそのまま自社

の市場運賃fmとすることはできない｡競争の

展開によっては､約定運賃以下に市場運賃を下

げて対抗しなければならないこともある｡また､

競争のありようによっては､市場運賃を約定運

賃水準にまで下げなくてすむこともありうる｡

いずれの場合にも､市場運賃の設定は日本郵船
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の裁量下にあり､その運賃設定によっていかな

る得失が生じようともそれは日本郵船の責に帰

すという前提である｡この前提のもとで､紡績

業者は､市場運賃が約定運賃を下回った場合､

積置金の積み増しとその還付という形で運賃引

下げのプラス効果を獲得し､逆に市場運賃が約

定運賃にまで下がらなかった場合は､｢賦課徴

集｣という形で運賃高止まりのマイナス効果を

負担することになった｡それゆえ､約定運賃は

市場運賃とい う変動する運賃との関連で正 (還

付)と負 (徴収)のいずれかの効果を生み出す

運賃であり､その意味では紡績業者が実質的に

負担する運賃を割 りだす際の基準運賃であった

といえよう｡

ここで､委員会原案にはなく､決議要領にあ

らたに盛られた契約上の運賃と特別割引の関係

について言及しておこう｡いま一度同じ記号を

もちいて決議要領での運賃と特別割引との関係

を図示すれば､第2図のとおりである｡

決議要領で契約上の運賃が委員会原案の13ル

ピーから17ルピーに変更されたが､これは運賃

の引上げを意味するわけではない｡日本郵船が

｢特別割引｣として4ルピーを戻すことになっ



期間 plの リベー トの支払い

第3図 海運同盟の運賃延戻 し制

資料 :後藤 [1990]より作成

ているから (第三)､紡績業者が負担する運賃

は委員会原案と同じ13ルピーとなる｡それでは､

決議要領ではなぜわざわざ17ルピーの約定運賃

と4ルピーの特別割引という規定を設けたので

あろうか｡

すでに触れたように､もともと17ルピーとい

う運賃は､同盟の外国船社がボンベイ/ 日本航

路で掲げていた雑貨 (綿糸 ･棉花を含む) 1ト

ン当たりの運賃水準であった｡同盟船社はこの

運賃水準で同盟船に一手積みした荷主に対して

15%の延戻 しをおこなっていた (第 3図を参

照)｡13 この ｢延戻 し (deferredrebate)｣ とい

うのは､一手積みに同意した荷主に対して一定

期間 (期間pl通常は6ケ月)の積荷運賃-の

割引 (リベー ト)を､つぎの一定期間 (期間

p2)についても荷主が一手積みをおこなった

場合にかぎり後で (延べて)支払 う (戻す)と

いう仕組みであり､もしつぎの期間 (p2)に

同盟外の船社に積荷を依頼するケースがあれば

その期間 (p2)の割引はもちろんのこと､前

の期間 (pl) の運賃割引も取 り消される｡14

さきの決議要領での約定運賃17ルピー､特別

割引4ルピーという規約は､紡績聯合会メンバー

に一手積みを履行させるためにとられた､同盟

の運賃延戻しと同じ仕組みであったのだろうか｡

そうとは考えられない｡ 日本郵船と同盟綿商と

の間に一手積み契約を規定する条項や､また郵

船以外の船社に積荷を積み込んだ場合 ｢特別割

引｣が取 り消されるとの条項も､ともに決議要

領で設けられているわけではなかった｡おそら

く､この特別割引の導入は､日本郵船との約定

運賃が同盟の運賃延戻しを考慮 したうえでもな

お同盟運賃よりも安いことを､ 目に見える形

(｢17ルーピー｣マイナス ｢4ルーピー｣)で示

すことにその狙いがあったというべきであろう｡

さらに付けくわえれば､運賃を受け取ったあと

特別割引をおこなうまでの期間､日本郵船は1

トン当たり4ルピーのキャッシュフローを紡績

業者からえていることになる｡この無利子のキャッ

シュフローが一定期間利用可能となるという便

益は､同盟運賃以下に引下げをもとめる紡績業

者の郵船-の譲歩ともみなせよう｡

ところで､このような運賃スキームは､総会

で最初に提出された議案の第三項 - 聯合会に

よる運賃補給とくらべるとどのような位置づけ

となるのだろうか｡総会議案の第三項は､繰 り

返せば､競争により運賃が繰棉 1トン当たり13

ルピー以下に下がった場合､13ルピーとの差額

を聯合会が日本郵船に ｢補給スル｣という内容

であった｡いわばインド棉の輸送を担当する郵

船に13ルピーという確定運賃を保証しようとす

るものであった｡これに対して委員会原案や決

議要領は､このような確定運賃の保証をおこなっ

てはいないoさきに述べたように､約定運賃j;

は日本郵船に対して支払いが保証された運賃で

はなく､聯合会の紡績業者が同盟棉商に支払 う

運賃であった｡その綿商が郵船に実際に支払 う

運賃は市場運賃fmであり､それは内外船社 と
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の競争によって決定され変動する運賃であった｡

fa-とfmが一致 しない限り､プラスまたはマイ

ナスの差額が発生し､それに応 じて紡績業者が

実質的に負担する運賃は変動する｡同盟船社と

の競争は運賃引き下げ圧力として作用し､それ

ゆえ市場運賃は約定運賃を下回る可能性が強い

と予想された｡にもかかわらず､委員会原案お

よび決議要領はともに運賃の補給を規約には盛

りこまなった｡それゆえ聯合会は､総会決議の

時点では､当初議案に盛られた運賃保証のスキー

ムからは後退 した､といえよう｡

問題は確定運賃の保証からの後退だけではな

かった｡積荷についても未解決の問題を残 した

のである｡なるほど､委員会原案および決議要

領ともに紡績業者に対してインド棉花購入を同

盟綿商からおこなうよう義務付けていた (④お

よび第四)｡ しかし､決議要領の第四の但 し書

きにあるように､｢三百斤一俵二付金五十銭ヲ

(--)同盟-納付シ其旨聯合会-通告｣すれ

ば､同盟綿商以外からの購入が可能であった｡

同じように同盟綿商が､納付と通告を条件に同

盟外の紡績業者に売ることも可能であった (第

五の但 し書き)｡それゆえ､競争の展開によっ

て外国船社が日本郵船の運賃水準よりも充分低

い運賃を提示 した場合､紡績業者あるいは同盟

綿商が罰則的な納付金を支払ってまで､それぞ

れ同盟以外の綿商から購入 したり聯合会非加盟

の紡績業者に売れば､十分な利益をあげられる

場合が想定される｡これに対して日本郵船が積

荷獲得をめぐる外国船社との競争のため外国船

社の運賃水準にまで市場運賃を引き下げること

は､両素案に盛られたさきのスキームからして

同社の欠損を拡大することになる｡これを避け

る手段としては､市場運賃を約定運賃に近づけ

ながら､その運賃水準で運搬できる確定積荷数

量を聯合会から保証 してもらうことであった｡

聯合会は素案に盛 られた約定運賃 (ならびに特

別割引)で日本郵船にどれほどの積荷数量を保

証するのか､これこそが両者の ｢相互支持関係｣

の要となる問題であった｡

しかしながら､この積荷数量保証については
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さきの聯合会の臨時総会では統一した結論を出

すことはできず､ひとまずは各社とも宿題とし

てこれを持ち帰 り､聯合会にあらためて回答を

寄せることにした｡15 だが､ 日本郵船-の返答

期限の8月25日になっても聯合会の意見はまと

まらず､さらに8月末 日まで回答を留保するこ

とを願いでる始末であった｡ しかし8月末が近

づいても返答はできず､しかも聯合会はインド

棉花の積出最盛期における船便追加の件を持ち

だして事態を紛糾 させた｡ 16 郵船側では返答期

限を再延長 しても聯合会側から積荷保証の確約

はえられないと判断し､9月上旬､聯合会との

交渉をひとまず打ち切ることにした｡17 事実上

の交渉決裂である｡

日本郵船のこのような決断の背景には､つぎ

の二つの事情があったと考えられる｡一つはイ

ンド側の事情であり､ボンベイ航路の共同事業

主であるタタ家がすでにインドで綿業者からの

積荷契約の獲得に奔走してお り､18 また棉花の

出荷時期が間近に迫っていた｡19 タタ家との協

同配船準備に要する時間や棉花の出廻時期を考

えると､8月末前後が交渉のタイムリミットで

あったといえる｡もう一つの事情は､日本郵船

が紡績聯合会所属の有志数社との間でイン ド棉

横取に関する協議を進めており､その協議のほ

うが郵船の望む条件での契約内容でまとまる可

能性が高かったことである｡積荷保証について

態度を保留する聯合会メンバーの意思統一を待

つよりは､大手荷主との確実な契約を締結する

ほうが得策という判断が郵船側にあったとおも

われる｡ この大手荷主とは､大手紡績の 3社

(大阪紡績､三重紡績､鐘淵紡績)および棉商

の2社 (内外綿､日本綿花)であり､1893年 9

月 9日､これ ら5社 との間でイン ド棉横取に関

する契約がまとまった｡20 この5社 との契約が

いわば引き金となって､いままで様子見を決め

こんでいた他の聯合会メンバーも横取契約に参

加する決意をかためた｡この結果､1893年10月

28日､日本郵船と聯合会との間で､インド棉運

送契約が締結されることになる｡さきの1893年

9月 9日に郵船と5社からなる組合会社との間



で結ばれた約定書と､この10月に聯合会との間

で結ばれた約定書は､こまかな語句の違いを除

いて基本的に同じ内容であった｡そこで､本稿

では聯合会との間で取 り交わされた約定書をと

りあげ､その内容を次節でみていくことにした

い｡

3.1893年契約

1893年の約定書の条文は付録Ⅲに掲げたとお

りである｡そのおもな内容を項目立てて紹介し

補足すれば､つぎのようである｡

取引条件 約定書の第六条に示されているよう

に､ボンベイから積みだされる棉花は ｢本船受

渡シ｣で日本に回漕されることになっていた｡

つまり､棉花の売 り手ではなく買い手が手配 し

た本船に棉花を積み込み､日本までの運賃も買

い手が負担するとい う､いわゆるFOB (昔ee

onboard)条件による船積みであった｡この場

合の買い手とは､日本の棉花商ないし紡績業者

であり､かれらが船積みする本船の決定権を持

ち､また運賃を支払 うことになった｡

棉花運賃 容積 1トン (40立方フィー ト)につ

き17ルピーに設定されたが､日本郵船はそのう

ち4ルピーを聯合会に割 り戻すことになってい

た (第六条)｡これは､さきにみた聯合会臨時

総会での決議要領 (第三)と同じ内容である｡

積荷保証 第七条に明記されているように､聯

合会は日本郵船に対して年間 ｢五万俵ノ棉花積

荷ヲ担保｣した｡また 1年間の積荷が5万俵に

足らなかった場合は､その不足分について 1ト

ン当たり13ルピーを日本郵船に支払 うことを約

束している｡ したがって､ここでの積荷保証は

年間5万俵分の確定運賃の支払い保証であり､

日本郵船はこの保証運収をベースに航路採算を

組み立てたといえよう｡

ところで､この積荷保証は通年での数量であ

り､1航海あるいは1船ごとの数量ではなかっ

た｡そのような契約になった理由について､渋

沢栄一はつぎのように述べている｡すなわち､

｢何故二又紡績聯合会カヒト航海二幾俵積ム ト

イフ契約ヲセヌ トイフ ト原綿ノ供給ハ或場合ニ

ハ亜米利加力廉イ支那力廉イ トイフモノテアル

カラ果シテ印度ヨリ定期二何程ノ高ヲ積ム トイ

フ契約ハ出来ヌ｣ためであると｡21 日本の紡績

業は高番手化と原棉コス トの削減を両立させる

ために混棉技術を発達させたが､これにともなっ

て海外の原棉調達先も価格の高低にお うじて臨

機応変に組み替える必要があった｡このために､

-航海ごとにあらかじめ決まった数量のイン ド

棉を定期的に日本に運送する契約内容では､棉

花調達の柔軟性を損なうおそれがあったのであ

る｡

郵船のスペース保証 聯合会の積荷数量保証に

対して､日本郵船も船舶提供スペースの保証を

おこなった｡それは､｢少ナク トモ毎四週一回｣

の頻度でボンベイからの出航サービスを提供す

ること (第三条)､またその航海ごとに ｢本船

容量ノ半数｣までを聯合会の棉花貨物の積み込

みスペースとして提供すること (第十一条)､

さらに通年で約定貨物 5万俵を運送できなかっ

た場合には､その不足俵数に相当する トン数に

対して トン当たり4ルピーを補償金として ｢聯

合会社｣に支払 うこと (第四条)､の三つであ

る｡これによって､郵船とタタラインが共同で

配船する隻数は､当初の2隻から4隻-と増杯

することになった｡

約定外棉花の横取 約定外の棉花については､

性質の異なる2種類があった｡一つは､聯合会

を受荷主とする､5万俵を超える棉花であり､

もう一つは聯合会以外の者を受荷主とする棉花

である｡前者の約定貨物を超過する聯合会の棉

花については､市場運賃が内外の競争により約

定運賃から運賃割引分を引いた運賃 (13ルピー)

以下に下落した場合でも､日本郵船はその市場

運賃で5万俵を超えた棉花分を運送すべきこと

が規定に盛 り込まれた (第十条)｡ただし､渋

沢の回顧によると､聯合会との契約成立の過程

において､5万俵の保証数量を超えて 2万5千

俵までの積荷の運賃保証があったという｡すな
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年間 5万俵までの棉花

4ル ピーの割引

5万俵 を超える棉花

日本郵船
棉花運賃 fm

第 4図 1893年約定書での運賃スキーム

資料 :付緑Ⅲより作成

わち､｢聯合会 トイフ魔力ラシテ尚其上二万五

千俵マテハ引取ル ソノ時ニハ同シ直 [-値]テ

運賃ヲ払ホウ又郵船会社モ夫レハ急度積ム尤モ

前ノ五万俵ハ受合フ高ナレハ積ムテモ積マヌテ

モ運賃ヲ払フ約束ニシテ他ノ二万五千俵ハ積ム

タラ払フ即チ七万五千俵 トイフモノカ詰 り契約

ノ高ニナッ [タ]｣｡22 この追加の 2万 5千俵は

積込んだならば5万俵 と同じ運賃を支払 うとい

うものであるが､聯合会とのさきの契約の中に

は明記されていない｡

後者の聯合会以外の者を受荷主とする棉花の

横取については､棉花の市場運賃にお うじて日

本郵船のとるべき対応が異なった (第八条)｡

郵船の掲げる棉花の市場運賃が17ルピーに等 し

いかまたは17ルピー以下13ルピー以上である場

合､13ルピーとの差額を聯合会に ｢譲与｣する

こととした｡また市場運賃がさらにこの13ルピー

を超えて下がった場合､聯合会未加盟の者が聯

合会メンバーの約定棉花よりも実質的に安い運

賃で棉花を調達できるため､その場合は日本郵

船は空いた本船のスペースを ｢及フ-キ限り棉

花以外ノ荷物ヲ以テ之ヲ充タスコ トヲ勉｣め､

そしてなお ｢荷物不足スル トキニ限り棉花ヲ積

入ル ヽコ トヲ得｣とした｡23
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契約期間 以上のような内容をもつボンベイ航

路におけるイン ド棉の運送契約は､その有効期

間を 1カ年 としていた (第二十条)｡一方の申

し出により1年間の延長が認められていたもの

の､基本的には短期の契約であったといえよう｡

さきの ｢委員会原案｣や ｢決議要領｣とこの

約定書との大きな違いは､聯合会が郵船に与え

た積荷数量保証の有無であり､またそれと連動

した約定運賃の意味内容の変化である｡説明の

便宜のため､さきに使用 した記号を用いて図示

すれば第4図のとお りである｡

すでに述べたように､聯合会はイン ド棉 5万

俵まで 1トンにつき17ルピーという約定運賃長

を支払 うことを約束 した｡ここから4ルピーの

割戻を差 し引いた残 りの トン当たり13ルピーが

実質の負担運賃であり､かくして､(容積 トン

数に換算 した棉花 5万俵 ×13ルピー)24 が聯合

会メンバーの担保する固定運賃額であり､また

日本郵船が確実に収得を見込める年間運収となっ

た｡ さきの委員会原案や決議要領での約定運賃

が､市場運賃fmとのかかわ りで関係者にプラ

スあるいはマイナスの効果をもつ基準運賃とい

う性格を帯びていたのに対 して､｢約定書｣で



の約定運賃はあきらかに固定運賃となったので

ある｡つまり､保証積荷数量についての約定運

賃f6は､市場運賃fmとの関連を断ち切ったの

である｡25

しかし､他方で市場運賃がまったく関係 しな

くなったというわけではない｡保証積荷数量を

超えたインド楠の積み込みについては､約定運

賃ではなく市場運賃が適用されたからである

(第4図参照)｡そしてこの市場運賃がどの水準

となるかは､ボンベイ航路における郵船 ･タタ

ラインと同盟船社との競争の展開に依存するこ

とになった｡

ところで､5万俵という積荷保証数量は､じ

つは1893年9月9日の5社との協定における積

荷保証数量と同じであった｡このことは､日本

郵船にとってボンベイ航路の開設 ･維持の基本

的前提が荷主側から積荷最低保証量-確定運収

を確保することであり､契約荷主が5社となる

か聯合会となるかはさしあたり問題ではなかっ

たことを示唆する｡しかし､協定範囲を5社に

とどめるかあるいは聯合会全体をカバーするか

は､紡績業者にとっては死活問題であった｡そ

の間の事情を渋沢栄一はつぎのように述べてい

る｡

[ボンベイ航路でP&0を始めとする海運同盟

の船社から]モシ競争サレタ場合ニハ五会社

ノミニテ之ヲ維持シテ往ク事ハ覚束ナイ願ク

ハ聯合会ヲ取纏メテ此ノ契約者タラシムル事

力競争ノ起夕時二之ヲ維持スルニ必要テアル

トイフ事ヲ深ク思ヒマシタ-- (中略)実ハ

聯合会力別々ニナッテ仕舞フトイウト将来ノ
ど-･オー

維持力覚束ナイモシ彼阿力競争シテ廉イ運賃

テ積ム トイフ事ニナル ト五会社ノ原料 卜他ノ

紡績会社ノ原料 トノ価力直ク違ッテ来ル有様

力生スル夫力違ッテ来タナラハ高イ原料ノ会

社ハ廉イ原料ノ会社二負カサレル事ハ明カテ

アル到底五会社ノ維持力立タヌ訳ニナッテ来

ル-- (中略) ドゥシテモ同一位地二居ル様

ニセネハナラヌ所謂同シ舟ノ人ニセネハナラ

ヌ26 ([ ]内は引用者補)

協定範囲を5社とするか聯合会とするかは､

まさに紡績業者の大多数を ｢同シ舟ノ人｣にす

ることができるかどうか､またそれによって聯

合会そのものの分裂を回避することができるか

どうかの､重要な岐路であったことが知れる｡

つまり､聯合会の約定運賃による積荷保証は､

日本郵船に対する支援策であると同時に､聯合

会に結集した紡績業者間の日和見的な行動を防

過する手段でもあった｡これによって､紡績業

者側は市場運賃の動向をみながら運搬する船舶

について郵船 ･タタラインか同盟船社かを選択

するという機会主義的な行動を抑えられること

になったのである｡

4.1894年第-および第二追加約定

さきの約定書にしたがって､1893年11月6日､

日本郵船の広島丸がボンベイ航路第1船として

神戸を出航した｡ここにボンベイ航路における

日本郵船 ･タタラインの共同事業と同盟船社と

の競争が開始されたのである｡

競争はおもに運賃の引下げ､それによる貨物

の獲得をめぐってなされた｡ 日本郵船と聯合会

との1893年契約によれば､ボンベイ港積出し日

本諸港降しの棉花運賃は40立方フィー ト1トン

当たり17ルピー､うち4ルピーの割引というこ

とであった (第六条)｡ しかし､共同運航する

タタ側が､ボンベイ現地の綿糸荷主に対して同

盟運賃より25パーセント引きの運賃をオファー

していた｡この運賃水準は､同盟運賃の17ルピー､

その15パーセントの延戻しを考慮した正味運賃

のさらに25パーセントの割引ということで､結

局 トン当たり12ルピーの運賃を意味した｡また

タタ側は､この運賃ですでに数名の大手荷主と

の間で積荷の成約を交わしていた｡27このため､

日本郵船もさきの約定書での約定運賃17ルピー

に対する割引を増額する必要に迫られた｡1893

年12月14日､日本郵船は聯合会に対して割引を

4ルピーから5ルピーに引き上げることを通知
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した｡28これは日本郵船にとって思わざる運賃

の引下げであった｡

しかし､市場運賃の本格的な引下げは､同盟

船社から仕掛けられた｡いまその詳しい経過を

たどることは控えるが､同盟側は思い切った運

賃の引き下げをおこない､1894年 1月初頭まで

に､たとえばボンベイ/ 日本間の棉花 ･綿糸の

同盟タリフは トン当たり1ルピー半となった｡29

さきの約定書では､他の船社が トン当たり13ル

ピー以下に運賃を引き下げた場合､聯合会が積

荷保証した5万俵を超える棉花については､競

争相手と同一水準の運賃で運搬すべきことを定

めていた (第十条)｡ しかし､競争相手の同盟

船社が運賃 1ルピー半という､もはやタダ同然

にまで引き下げてきたとき､日本郵船はこれに

どう対処すべきであったのか｡聯合会の結束の

ためいくら運賃を下げても日本向け棉花を積み

取ることはできないと判断して､同盟側はタダ

同然の運賃を ｢政略｣の観点から掲げたとして

も､30 日本側はそのまま同盟の低運賃攻勢を放っ

ておけばよいのであろうか｡関係者､とりわけ

聯合会との橋渡しをおこない､またこの時点で

日本郵船の取締役となっていた渋沢栄一はその

ようには考えなかった｡31 かれは聯合会に対 し

て､4月の定例会議を2月に繰 り上げてまでも､

早急に郵船との93年契約を改訂するよう呼びか

けた｡その2月に開催された会議の席上､渋沢

はつぎのような趣旨の発言をおこなっている｡

-- (前略)七万五千俵以上ノ輸入ス-キ

モノナラハ七万五千俵ハ十二 ｢ルーピー｣運

賃テア トハー ｢ルーピー｣半 卜云マス ト大変
あた

ナ懸隔モアリ且ツ此ノ競争時期二方ツテハ或
ピー ･オ-

場合ニハ彼 阿力聯合会ノ瓦解ヲ謀ル為二無

価テ積ムカモ知レマセヌソウスル ト原料ノ価

力ニッニ成テ来ルカラ遂二内力崩レル訳デア

ル故二今 日英吉利人二対シテ日本人力此ノ競

争二打勝チタイ ト思フナラハ聯合会ハ変テ一

致シテ総体ノ綿花ヲ他ノ船-ハ積マヌ トイフ

事ヲ契約スルカ宜イタラフ ト思フ･-･(後

略)32
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聯合会分断の意図を持つ同盟側の低運賃政策

に対抗するためには､聯合会はその必要とする

イン ド棉のすべてを日本郵船 (ならびに共同配

船 しているタタライン)の船舶に積み込むよう

渋沢は勧めたのである｡その際運賃についても､

約定積荷数量5万俵 (あるいは了解積荷高 7万

5千俵)の運賃 トン当たり実質12ルピーを適用

すべきで､｢総体ノ棉花｣を積むからといって

郵船が ｢幾分力直 [値]ヲ減スルカ商売上当り

前ノ事テアル｣33 とい う考えを聯合会側はもっ

てはならない｡同盟の掲げるトン当たり1ルピー

半の運賃は､｢少シモ将来ヲ予期シタ訳テ｣は

なく ｢決シテ適当ナル価格テモ何テモ無イ｣か

ら34､これ との比較で郵船の運賃 (引き下げ)

を考えてはならない､と渋沢は説く｡

聯合会の必要とするイン ド楠の輸送すべてを

郵船側に委ね､しかもその運賃は約定積高とお

なじ実質運賃とするよう渋沢は聯合会側に求め

る一方で､聯合会が郵船側-の譲歩として､(∋

海運同盟との競争が止んだ後でも郵船は運賃の

引き上げをおこなわない､②国家の補助がなさ

れる場合は相応の運賃引き下げをおこなう､と

い う2点の確約を求めることは妥当であり､郵

船側もこれに応 じるであろうと発言している｡35

かくして､聯合会では渋沢の説く方向での契

約改訂をおこなうことで一致し､1894年 3月6

日､ボンベイ棉花輸送に関する追加契約 (第一

追加約定)が日本郵船と聯合会との間で取り交

わされた｡

追加約定の条文は､付録Ⅳにみるとおりであ

る｡すなわち､聯合会メンバーがボンベイから

輸入する棉花はすべての数量を日本郵船に委託

すること (第-条)､その運賃は実質で 1トン

当たり12ルピーとすること (第二条)､この運

賃水準は将来同盟船社との競争が止んだあとで

も契約期間中ならびに満期後も維持すること

(第三条)､また約定積荷を超える積荷について

は市場運賃を適用するとい う本約定第十条を廃

止すること (第五条)､さらに契約期間それ自

体を2カ年とし､1895(明治28)年11月30日ま



聯合会の輸入イン ド棉すべてについて

5ル ピーの割引

第 5図 第一追加約定での運賃スキーム

資料 :付録Ⅳより作成

で継続すること (第六条)､などを取 り決めた｡

追加約定での運賃スキームを既出の記号を用

いて図示すれば､第5図のとお りとなる｡

この (第一)追加約定によって､｢聯合会社

に於て輸入する孟買綿花は悉皆其運送を日本郵

船株式会社に委託 し一俵たりとも他の船舶に搭

載せざるものとす｣(追加契約第一条)とい う

ことになった｡ しかもその運搬棉花すべてにつ

いて､聯合会側は約定運賃を郵船に支払 う約束

をした (5ルピーの割引があるため紡績業者が

実質的に負担する運賃は12ルピーとなる)｡ こ

のことはなにを意味するのであろうか｡それは

約定運賃fa-を市場運賃fmからいっさい遮断す

ることを意味した｡同盟側がどのような競争的

な運賃を呈示しようとも､それとの関連を完全

に遮断した契約上の運賃でインド棉を輸送する

ということである｡それゆえ､この追加契約は

ボンベイ/ 日本間のイン ド棉運送市場を競争的

な海運市場から隔離することを意味していた｡

インド棉の輸送をめぐる競争は､かくして運

賃という価格をめぐる市場競争から離れ､特定

荷主との双務的な契約 (運送全量に対する固定

運賃の支払いと船舶スペースの提供に関する相

互確約)の獲得競争となったのである｡この点

で同盟側は最初から不利な立場に立たされた｡

海運同盟はそもそも特定荷主との個別契約とい

う仕組みを内包 していなかった｡大手荷主であ

ろうが小荷主であろうが､運賃をふくむサービ

ス面で差別化 しないというのが同盟の建前であ

り､紡績聯合会相手にこの原則を崩すわけには

いなかったからである｡

インド棉運送の競争市場からの隔離は､1894

(明治27)年 5月4日に日本郵船と聯合会社と

の間で締結された第二追加約定によってさらに

確実なものとなった｡この契約の条文は付緑Ⅴ

に掲げたとお りである｡

条文にみられるように､第二追加約定はイン

ド棉花の積出港を従来のボンベイに加えて､コ

ロンボとチュチコリンの2港を追加するとい う

内容である｡積出港を増や した理由はおそらく

二つ考えられる｡ひとつは､本約定および1894

年 3月の追加約定 (｢第一追加約定｣)がボンベ

イ港からの積出棉花に対象を限定していたため､

ボンベイ航路の復航ルー ト上にあるほかの積出

港からの棉花が協定の対象外となり､そこに競

争相手ないし同業者からの抜け道を作られる可

能性があった｡これを塞ぐための追加協定と考

えられる｡もうひとつは､聯合会メンバーが需

要するインド棉花を全量運搬する体制を整える

こと､これを郵船側が要請されたためと思われ

る｡ しかし他方で､積出港に関する協定範囲の

拡大と最大限のインド棉輸送-の要請は､郵船

にとって航路採算を悪化させた可能性がある｡

とくに､貨物出回量が少ないと見られたチュチ

コリン寄港ないし同港からコロンボ-の回送と

いう手間は､郵船としては避けたかった協定内

容であったかと思われる｡満船積みの2港間ピ

ス トン輸送がもっとも効率的であることは､石
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炭や鉄鉱石などの嵩高貨物を積む専用船の運航

形態からも明らかであろう｡ しかしながら､航

路採算の悪化を覚悟 してまでも､日本向けイン

ド棉の運送市場を競争市場からヨリ完全に隔離

するには､この第二追加約定が必要であった｡

5.おわりに

以上､紡績聯合会と日本郵船との間のイン ド

棉輸送契約の成立ならびに展開の過程をみるた

めに､1893年 8月の紡績聯合会臨時総会での議

案提案からはじめて1894年 5月の第二追加約定

締結にいたるまでをたどってきた｡最後に､こ

れら契約内容の推移からえられる若干の結論に

ついてまとめておこう｡

基本的に､イン ド棉輸送をめぐる紡績聯合会

と日本郵船との相互支持関係は､契約交渉の最

初から確固たるものとしてあったわけではなく､

それは推移的に形成されていったことが指摘で

きる｡聯合会と郵船との最初の交渉時点では､

1893年 8月に開かれた聯合会臨時総会での審議

経過にあきらかなように､契約上の運賃fa-は

固定 した運賃 とい うよりも市場運賃fmとの関

連で紡績業者にプラスないしマイナスの効果を

もたらす基準運賃とい う性格をもっていた｡配

船が開始されれば郵船と同盟船社との競争によっ

て市場運賃は約定運賃以下となることが確実に

期待できることから､聯合会が決議 した運賃ス

キームは競争市場での運賃引下げの効果を最大

限に引き出そ うとするものであった｡ しかも紡

績業者のおおくは積荷保証を留保 しながら､競

争の展開からヨリ有利な条件を引きだせないか

様子見を決めこんでいたのである｡ 日本郵船側

が交渉を断念 したのもそれなりの理由があると

いえる｡

すでに指摘 したように､積荷保証とその固定

運賃､また他方で運搬スペース提供の約束は､

聯合会 と郵船との相互支持関係の要となる部分

であった｡その成立は､93年 9月の聯合会メン

バーでもあった5社からなる組合 と郵船との約
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定締結によって突破 口が開かれた｡聯合会の多

数がこの約定に乗る形で93年10月の基本約定が

成立 した｡ただし､ここでも注意すべきは､積

荷高が不足 しても約定運賃fa-の支払いを保証

する約定積荷は聯合会メンバーが需要するイン

ド棉の一部に限られてお り､それを超えて運搬

される積荷には市場運賃fmが適用 されたこと

である｡ 日本郵船と先行 して契約 した組合 5社

の約定積荷高を上回ることなく､しかもそれを

超えた (ただし2万 5千俵の了解積荷を除く)

イン ド楠については市場運賃が適用されるとい

う契約内容に､他の聯合会のメンバーは一斉に

賛同した｡かれらにとっては負担が比較的軽く､

得られる便益が確実な契約に乗 り遅れてはなら

ない､とい うわけである｡

結局､聯合会と郵船との相互支持関係の完成

は､94年の第一追加約定の締結にあるといえよ

う｡聯合会がボンベイから積み出すいっさいの

イン ド棺の運搬について日本郵船 (およびタタ

ライン)に委託 し､そのすべてに約定運賃を支

払 うとい う内容は､臨時船差 し立てをふくむ郵

船側の全出荷量に見合 う船舶スペースの提供を

交換条件としてお り､ここに相互支持関係の完

成がみられた｡ただし､それは最初から意図し

たものというよりは､同盟側､とりわけその盟

主であったイギリス郵船会社p&Oの ｢政略｣的

な低運賃政策によって発動を余儀なくされたス

キームであった｡ 日本向けイン ド綿を海運市場

から隔離する以外､同盟の運賃-価格競争によ

る聯合会内部の分断政策を防ぎきれなかったと

いうことである｡それゆえ､聯合会と郵船 との

相互支持関係の完成は､海運同盟との競争のな

かで特定貨物の運搬を海運市場から引上げると

いう非常措置によってもたらされたといえる｡

以上のように､ボンベイ航路における聯合会

と郵船との相互支持関係の形成が推移的である

として､その契約は海上運送契約上どうい うも

のとして捉えられるであろうか｡最後にこれに

ついて触れておこう｡

すでに指摘 したように､1893年の基本約定に

盛 り込まれた運賃スキームでは､海運同盟にお



ける運賃延戻しと一見同じような内容が盛られ

ていた｡ しかし､荷主に一手積みを条件として

課すものではないこと､また荷主が違約 した場

合にはリベー ト- ｢割引｣の受給資格を失効す

るというような条項がないことによって､同盟

の運賃延戻し制とは異なることを指摘 した｡さ

らに､1894年の第一追加約定では一手積みを確

約するも､同じく違約の場合の ｢割引｣受給資

格の失効条項はない｡またそもそも ｢割引｣に

ついて､海運同盟でい う ｢延戻し｣という発想

は一貫して契約内容には欠けていた｡海運同盟

では､荷主のロイヤルティ､具体的にはその荷

物をすべて同盟船にだけ積込む約束を確保する

手段として運賃の延戻 しという仕組みが導入さ

れた｡聯合会と郵船との間では､そのようなロ

イヤルティ確保の仕組みを運賃スキームに設け

るのではなく､直接契約に条項として盛 り込ん

だ｡すなわち､93年契約で聯合会は年間に積込

む棉花数量の保証を与え､また94年の第一追加

約定では輸入するイン ド棉の全量について郵船

に運搬を委託することを確約 し､いずれの契約

でも固定運賃を支払 う約束を交わした｡このよ

うな契約は､定期船社 と荷主との個品運送契約

というよりも､特定荷主と特定船社との間の個

別契約､つまり専用船契約に近い契約内容と考

えられる｡

今 日の専用船契約の代表例は､たとえば鉱石

専用船や石炭専用船にみられる｡36 ここでは鉄

鋼荷主の10年といった長期積荷保証にもとづい

て､船社が特定荷主向けに新造船をおこない､

運航する｡運賃は､船価の回収ならびに一定の

利益を確保できる水準に設定されるが､3年程

度で見直しがおこなわれ､微調整がなされる｡

もちろん､1893年時点のボンベイ航路開設にお

いて､日本郵船が聯合会から10年というような

長期積荷保証をえたわけでも､またこれにもと

づいて同航路専用の新造船をおこなったわけで

もない｡ しかしながら､93年の積荷保証や94年

のイン ド棉全量の運搬契約などは､荷主からの

積荷の確約をえて運航する専用船に近い契約内

容といえる｡くわえて､約定運賃も同盟の打ち

出した低運賃政策には追随せず､採算を考えて

の水準に設定し直されたことも､長期安定輸送

を望む専用船契約に近い内容といえよう｡実際､

聯合会のインド棉輸送は､日本郵船が1896年に

競争を収束してボンベイ航路の海運同盟に加入

した後でも､契約としては毎年更新されていき､

また運賃についても微調整がそのつどなされる

ことになった｡かくして日本郵船のボンベイ航

路同盟-の加入によって､専用船契約に近い契

約が海運同盟の運賃スキームに持ち込まれるこ

とになった｡これによって､同盟内における日

本郵船の立場にどのような変化が生じたのか､

また聯合会との ｢相互支持関係｣がどのような

変容をこうむることになったのか､これらの点

については別稿の課題としたい｡

付録 Ⅰ調査委員会原案 (明治26年8月6日)37

(なお各条項末尾の括弧とその中の数値は引用

者が参照の便宜のため入れたものである)

- 日本郵船会社 トノ契約ハ常務委員三名ノ名

ヲ以テスル事 (①)

一 同社 トノ契約ハーヶ年 卜定ムル事 (②)

- 総テ孟買ヨリ買入ル 棉ヽ花ノ運賃-ー噸二

付拾参ルーピーヲ払フ事 (③)

一 同盟綿商ノ外ヨリ一切同業者ハ棉花ヲ買入

レザル事 (④)

- 内外船ニテ競争上-噸拾参ルーピー以下二

運賃ヲ引下クル ト錐 トモ､同盟綿商ヨリハ

紡績業二対シー噸拾参ルーピー運賃ヲ申受

クル事 (⑤)

一一 競争上運賃ヲ引下ゲタル結果二依 り生ジタ

ル差金ハ之ヲ積置キ､同盟綿商ハ確実ナル

方法ヲ設ケ保管スル事 (⑥)

- 競争上反対ノ結果二依 り外船二於テ運賃ヲ
Jif)i5'[

拾七ルーピー以上二引上ゲ､又ハ拾参ルー

ピーニ引下ゲザル トキハ拾参ルーピー以上

ノ差金ハ積置金ヲ以テ之ヲ支弁スル事 (⑦)

- 前条ノ場合ニシテ若シ積置金之レ無キ トキ

ハ､同盟綿商二於テ立替へ支弁シ置キ､毎
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半半季各社孟買棉花買入高二応ジ賦課徴集

スル事 (⑧)

- 運賃引上高ノ差金二対シ､積置金ヲ以テ支
[アル]

弁シタル上､剰余金ナキ トキハ毎半季二孟

買棉花買入高二応ジ分賦返戻スル事 (⑨)

盟ヲ申込ム トキハ､常務委員ノ見込ヲ以テ

之ヲ許ス事 (⑩)

一 本案二係ル一切ノ経費ハ都テ孟買棉買入高

二賦課スル事 (⑪)

- 同業中約束ヲ破 り同盟外ノ綿商ヨリ孟買棉

花ヲ買入 レタル トキハ発見次第何時ニテモ

相当違約金ヲ申受クル事 (⑫)

- 孟買二於テノ回漕事務所ハ各取引先ノ綿商

ヲ以テ組織スル事 (⑬)

一 本案決議ノ上ハ相談委員五名ヲ撰 ミ､常務

委員 卜協議ノ上､郵船会社及ヒ綿商二関ス

ル都テ決定執行方ヲ委託スル事 (⑭)

一 都テ決定後ノ事務ハ聯合会事務所二於テ執

行スル事 (⑮)

- 郵船会社ノ契約中､殊二期節二依 り船舶ノ

大小又ハ増減ヲ協議シ得ル事ヲ記載スル事

(⑯)

- 日本郵船会社ハ海上保険船積入費其他回漕

二係ル入費ハ外国汽船会社 卜同一ノ価格ヲ

以テ支弁セシムル事 (⑰)

付録Ⅱ 総会決議要領 (明治26年8月10日)38

第- 日本郵船会社 トノ契約ハ常務委員三名ノ

名ヲ以テスル事

第二 同社 トノ契約ハ一個年 卜定ムル事

第三 総テ孟買ヨリ買入ル 棉ヽ花ノ運賃ハー噸

二付拾七 ｢ルーピー｣ヲ払フ事

但四 ｢ルーピー｣ハ 日本郵船会社-特別

割引ヲ為サシムル事

第四 同盟棉商ノ外ヨリ同業者ハ一切孟買棉花

ヲ買入レサル事

但同盟外ヨリ買入ル 場ヽ合アル トキ-≡

百斤一俵二付金五十銭ヲ買主ヨリ同盟-
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納付シ其旨聯合会-通告ス-シ

第五 同盟棉商-同盟外-孟買棉花ヲ売渡スヲ

得ス

但同盟外-売渡ス時ハ一俵二付五十銭ヲ

売主ヨリ納付シ其旨聯合会-通告ス-シ

第六 内外船ニテ競争上-噸拾七 ｢ルーピー｣

以下二運賃ヲ引下クル ト錐 トモ同盟棉商

ヨリハ紡績業二対シー噸拾七 ｢ルーピー｣

ノ運賃ヲ申受クル事

第七 競争上運賃ヲ引下ケタル結果二依 り生シ

タル差金ハ之ヲ積置キ､聯合会二協議ノ

上同盟棉商ハ確実ナル方法ヲ設ケ保管ス

ル事

第八 競争上反対ノ結果二依 り外船二於テ運賃

ヲ拾七 ｢ルーピー｣以上二引上ケタル時

ハ以上ノ差金ハ積置金ヲ以テ之ヲ支弁ス

ル事

第九 前条ノ場合ニシテ若シ積置金之レナキ時

-同盟棉商二於テ立替-支弁シ置キ毎半

季各社孟買棉花買入高二応シ賦課徴集ス

ル事

第十 競争上反対ノ結果二依 り万一最初ヨリ拾

七 ｢ルーピー｣以上ノ運賃ヲ仕払ハサル

ヲ得サル場合二於テハ其取替金二対シ相

当利子モ併セテ徴集ス-シ若シ之二差金

ヲ預 り置ク場合二於テハ之二対シテモ相

当利子ヲ付スル事

第十一 運賃引上高ノ差金二対シ積置金ヲ以テ

支弁シタル上剰余金アル時ハ毎半季二孟

買棉花買入高二応シ分賦返戻スル事

第十二 内外ノ商店ヲ間ハス確実ナル商店ヨリ

同盟ヲ申込ム時ハ常務委員ノ見込ヲ以テ

之ヲ許ス事

第十三 同盟二係ル一切ノ経費ハ都テ孟買棉買

入高二賦課スル事

第十四 同業中約束ヲ破 り同盟外ノ綿商ヨリ孟

買棉花ヲ買入 レタル時ハ発見次第何時ニ

テモ三百斤一俵二付武円五十銭ヲ申受ク

ル事

第十五 前条ノ発見ヲナシ本会事務所-密告ス

ル者-ハ違約金ノ半額ヲ付与シ-シ



第十六 孟買二於テノ回漕事務所ハ各取引先ノ

棉商ヲ以テ組織スル事

第十七 本案決議ノ上ハ相談委員五名ヲ撰 ミ常

務委員 卜協議ノ上郵船会社及 ヒ棉商二関

ス都テ決定執行方ヲ委託スル事

第十八 都テ決定後ノ事務ハ聯合会事務所二於

テ執行スル事

第十九 郵船会社ノ契約中殊二期節二依 り船舶

ノ大小又ハ増減ヲ協議シ得ル事ヲ記載ス

ル事

第二十 日本郵船会社ノ海上保険､船積入費其

他回漕二係ル入費ハ外国汽船会社 ヨリ高

価ナラサル価格ヲ以テ処理ス-キ事

第廿- 常務委員相談委員ハ本案執行二付必要

ナル諸規則ヲ制定シ本案ノ文字ヲ修正シ

及 ヒ本案執行上差支ナシ ト認メタル時ハ

之ヲ実行スル事

第廿二 本案確定ノ上ハ同盟各社ノ認証ヲ受ク

可キ事

付録Ⅲ 日本郵船と聯合会社との約定書 (明治

26年10月28日)39

第一条 日本郵船船会社ハ此約定ノ条件二依 り､

前記ノ聯合会社 [社名略]カ印度 ｢ボンベ-｣

ヨリ輸入スル棉花ヲ運送ス-シ

第二条 日本郵船会社ハ英国ロイ ド会社ノ登記

ヲ経第一等二該当スル汽船ヲ使用ス-シ

第三条 前条ノ航海ハ天災其他不時ノ出来事ニ

テ航海二堪-サル場合ヲ除キ通常毎三週一回

ヲ目的 トシ少ナクトモ毎四週一回 ｢ボンベ-｣

ヨリ出船シ適宜ノ港津ヲ経テ相当ノ期間二神

戸-到達ス-シ

日本郵船会社ハ其便宜二依 り ｢ホンコン｣又

ハ他ノ港津二於テ積替ヲナスコトアル-シ

第四条 日本郵船会社二於テ､前両条ノ約束ヲ

履行セス聯合会社ノ輸入棉花五万俵ヲーヶ年

ノ期間二運送シ得サル場合二於テハ其運送不

足俵数二相当スル噸数二対シ毎噸四 ｢ルーピー｣

ノ割合ヲ以テ日本郵船会社ヨリ聯合会社-棉

償金ヲ支払フ-シ

第五条 聯合会社二於テ棉花運送ノ為メ ｢シン

ガポール｣｢ホンコン｣｢シャンハイ｣ノ外更

二他ノ港津-寄船ヲ要シ其積荷-港二付千俵

以上アリテ本船 ｢ボンベ-｣出船前相当ノ期

間二於テ通知スル時ハ毎三週一回ノ航海二差

支ナキ限リハ 日本郵船会社ハ其請求二応ス-

シ

第六条 聯合会社カ ｢ボンベ-｣ヨリ積入ル →

綿花ノ運賃ハ荷物本船受渡シニテ長崎神戸又

ハ横浜二至ルマテー噸 (四拾立方尺)ニ付印

度貨十七 ｢ルーピー｣ ト定メ日本郵船会社は

其内四 ｢ルーピー｣ヲ割引ス-シ沿道寄港ノ

地ヨリ積入ル 棉ヽ花ハ現今普通ノ運賃ヲ標準

トシ二割五分ヲ割引ス-シ

第七条 聯合会社ハーヶ年五万俵ノ棉花積荷ヲ

担保シ万一積荷ノ高通計五万俵二上ラサル ト

キハ聯合会社ハー噸十三 ｢ルーピー｣ノ割合

ヲ以テ五万俵二対スル不足俵数ノ運賃ヲ日本

郵船会社二補充ス-シ

前項補充ノ金額ハ､聯合会社連帯ニテ其責二

任ス-シ

第八条 日本郵船会社ハ聯合会社外ノ棉花ヲ日

本-運送スル トキハ総テー噸二付十七 ｢ルー

ピー｣ノ割合ヲ以テ運賃ヲ収入シ其内四 ｢ルー

ピー｣ ヲ聯合会社二譲与ス-シ但約定外ノ棉

花運賃十七 ｢ルーピー｣以下十三 ｢ルーピー｣

以上ナル時ハ其差金ヲ譲与スべシ十三 ｢ルー

ピー｣以下二降り船腹二空虚ヲ生スル場合二

於テハ 日本郵船会社ハ及フ-キ限り棉花以外

ノ荷物ヲ以テ之ヲ充タスコトヲ勉ム-シ而シ

テ尚荷物不足スル トキニ限り棉花ヲ積入ル ヽ

コ トヲ得

第九条 聯合会社二於テ棉花綿糸ニアラサル他

ノ貨物ヲ印度地方ヨリ輸入スル トキハ日本郵

船会社ハ其種類二依 り積入当時普通ノ運賃ヨ

リ相当ノ割引ヲナス-シ

第十条 内外国汽船会社二於テ棉花ノ運賃ヲ十

三 ｢ルーピー｣以下二引下グルモノアル トキ

ハ日本郵船会社モ亦第七条二掲グル担保ノ俵

数二超過スル積荷二対シテハ､同一ノ割合ヲ
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以テ運賃ヲ引下グベシ

第十一条 日本郵船会社ハ此約定荷物 ト ｢ボン

ベ-｣約定荷物 卜福湊スル時 卜錐モ常二公平

ヲ旨 トシ本船容量ノ半数マテハ聯合会社ノ荷

物ヲ積入ル-シ其公平ヲ維持スルカ為聯合会

社力其取引先ノ綿商ヲシテ ｢ボンベ-｣ニ於

ケル回漕事務二参与セシムル事ヲ要スル トキ

ハ日本郵船会社ハ其請求二応ス-シ

第十二条 日本郵船会社ハ聯合会社ノ積荷ヲ差

措キ他人ノ荷物ヲ積入ル-カラス

第十三条 日本郵船会社ハーヶ年聯合各会社ノ

社員二名ヲ限り食卓料自弁ヲ以テ往復乗船ヲ

許スベシ

第十四条 聯合会社ノ積荷多キニ随ヒ船舶ノ更

替又ハ航海回数ノ増加ヲ要シ其得失相償フ-

キ見込アル トキハ日本郵船会社ハ其請求二応

スへシ′

第十五条 日本郵船会社二於テ若シ日本政府 ヨ

リ ｢ボンベ-｣航海二対シ特別ノ保護ヲ受ク

ル事アル場合二於テハ該会社ハ聯合会社二相

当ノ譲与ヲナス-シ

第十六条 日本郵船会社二於テ其便宜二依 り他

ノ運送者ヲシテ此約定運送ノ事二参加シ若ク

ハ連合セシメン ト欲スル トキハ聯合会社ハ之

ヲ承諾ス-シ

第十七条 本邦又ハ印度二於テ天災若クハ人事

上予期ス-カラサル異変ヲ生シ棉花ヲ輸入シ

又ハ輸出シ能ハサルニ至リタル トキハ協議ノ

上此約定ノ一部若クハ全部ノ施行ヲ中止シ若

クハ廃止スルコ トアル-シ

第十八条 紡績業者及綿業者二於テ此約定二加

名セン ト欲スル者アル トキハ此契約者双方協

議ノ上其許否ヲ決ス-シ

第十九条 聯合会社ハ 日本郵船会社二対シ第七

条補充金連帯責任ノ場合及分ツコトヲ得-カ

ラサル条件ヲ除クノ外此約定二依 り各自二権

利ヲ得義務ヲ負フ-シ

第二十条 此約定ハーヶ年ヲ以テ期限 トス但シ

契約者ノ一方力約定期間二其義務ヲ完クシ尚

ホ向フーヶ年約定継続ヲ申出ル トキ-､他ノ

ー方ハ之二応ス-シ
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付録Ⅳ 日本郵船と聯合会との追加契約 (第一

追加約定｡明治27年3月6日)40

第一条

聯合会社に於て輸入する孟買綿花は悉皆其運

送を日本郵船株式会社に委託 し一俵たりとも

他の船舶に搭載せざるものとす

但 し日本郵船株式会社の都合を以て其委託せ

られたる棉花を他の船舶に搭載するは此限に

あらず

第二条

第一条運送棉花の運賃は本約定第六条に依

る即ち-噸 (四拾立方尺)に付印度貨十七

｢ルーピー｣と定め日本郵船株式会社は其内

五 ｢ルーピー｣を割戻すべし

第三条

第二条運賃の定額は将来競争止みたる場合

に於ても此約定期間及満期後継続する間は加

重することを得ず

第四条

日本郵船株式会社は第-条の棉花を輸送す

る為め必要の季節に於ては本約定第三条に規

定したる外臨時船を使用すべし然れども若 し

聯合会社に於て将来或る施設に依て孟買棉花

を季節に拘はらず輸入の数量を年中毎航平均

して搭載 し臨時船の使用を必要とせざること

を得るに至るときは担保以外の輸入棉花に対

しては更に協議を遂げ運賃定額の幾分を減額

することあるべし

第五条

本約定書中第十条は此追加約定に依て消滅

す

第六条

約定期限は本約定第二十条に-カ年 とある

を二カ年と改め明治二十八年十一月三十日ま

で継続するものとす

付録Ⅴ 日本郵船と聯合会社との第二追加約定

(明治27年 5月4日)41



孟買棉花運送の事に関し明治二十六年十月二

十八日日本郵船会社と聯合会社との間に訂結し

たる約定 (本書には之を本約定と称す)及明治

二十七年三月六日前記双方間に訂結したる追加

約定 (本書には之を第一追加約定と称す)に向

て今般双方協議の上更に左の追加をなす

第一条 聯合会社に於て ｢コロムボ｣及 ｢チュ

チコリン｣より輸入する綿花も第一追加約定

第一条に掲ぐる孟買棉花同様其運送は総て之

を日本郵船株式会社に託すべし

第二条 ｢コロムボ｣-は日本郵船株式会社に

於て其定期船を毎航寄港せ しむべLと錐ども

｢チュチコリン｣ -は荷物の多少 と季節天候

の都合により寄港せ しめざることあるべし

第三条 本約定第六条末段に従ひ ｢コロムボ｣

及 ｢チュチコリン｣より日本諸港-の運賃標

準は之を左の如く定め此内より二割五分の戻

金をなすべし

- ｢コロムボ｣より棉花-噸 (四十立方尺)

に付 十五留

- ｢チュチコリン｣より 同上 二十留

第四条 季節天候の都合により船舶の ｢チュチ

コリン｣に寄港する能はざる時及其出荷俵数

少なくして特に寄港せ しむるに及ばずと認め

たる時は日本郵船株式会社に於て該地輸出の

棉花を地方帆船に託 し ｢コロムボ｣に送 り同

港にて該船舶に積移すべし但此場合に於ても

第三条に掲ぐる運賃は別に増加するとなかる

べし

注

11885(明治18)年 9月､日本郵船会社として

発足した日本郵船は､1893年12月､日本郵船株

式会社に改組 した｡以下､日本郵船または単に

郵船と略称する｡また､紡績関連の業者団体で

ある紡績聯合会は､1882(明治15)年10月に

｢紡績聯合会｣として創設され､1888年に ｢大

日本棉糸紡績同業聯合会｣に改組 ･改称され､

さらに1902年10月に ｢大日本紡績聯合会｣-と

改称 した｡大 日本紡績聯合会[C.1903]:1-2ペー

ジ｡以下､紡績聯合会または単に聯合会と略称

する｡

2 このような位置づけについて詳 しくは中川

[1967]､田付 [1995]を参照のこと｡

3 たとえば､庄司 [1901]や名和 [1937]があ

る｡

4 ボンベイ航路開設に関するタタ家の関与につ

いては､後藤 [2007]を参照のこと｡

5 イギリスのピー ･オー汽船､オース トリアの

オース トリア ･ロイ ド社､イタリアのイタリア

航運会社の3社である｡

6 龍門社編 [1900] :1034-35,1038ページ｡

7 8月5日開会､10日閉会｡龍門社編 [1956]:
､ヽヽ

400ベーン｡

8庄司 [1901] :22-23ページ｡

9 龍門社編 [1956] :405-06ページ｡

10 調査委員には7名が選出された｡そのメンバー

はつぎのとお り｡朝吹英二 (鐘淵紡績会社)､

佐野常樹 (日本綿花会社､准会員)､南一介

(三井物産会社､准会員)､渋谷正十郎 (内外綿

会社､准会員)､谷川達海 (岡山紡績会社)､川

部利兵衛 (大阪紡績会社)､田村正寛 (金巾製

織会社)｡龍門社編 [1956] :408ページ｡なお､

｢准会員｣の意味については､注11を参照のこ

と｡

11紡績聯合会は1890(明治23)年11月の臨時総

会で､これまで洋式綿糸紡績同業者を会員とす

るほか､新たに棉花商および綿糸販売商を ｢准

会員｣として迎え入れることにした｡これによ

り三井物産､内外綿､日本綿操の3社が入会し､

ついで大阪綿糸商組合が加入 した｡会員と准会

員との違いは､後者が聯合会事務経費の負担を

軽減されるとともに､会員に課せられた信認金

(規約違反の場合に懲戒没収)が徴せられなかっ

た｡大 日本紡績聯合会 [C.1903]3-4ページ｡

なお､1893年11月 1日より､准会員ではないも

ののイン ド棉花輸入に関して聯合会と同盟する

棉商は､｢特約同盟員｣として迎え入れられた｡

信認金を預け入れる必要があったが､それ以外

の経費負担は免除された｡この特約同盟員の規
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約により､フレザー商会とイリス商社が最初に

加盟することになった｡『大 日本綿糸紡績同業

聯合会報告』第15号 (1893年11月)1ページ ;

大日本紡績聯合会 [C.1903]:5ページ｡

12 委員会原案の⑦では､｢運賃ヲ拾七ルーピー

以上二引上ゲ､又ハ拾参ルーピーニ引下ゲザル

トキハ･-･｣とあるが､｢拾七｣は前後の関係

から ｢拾参｣の誤植 と思われる｡

13 ｢印度棉輸送の孟買線開始前後の経緯 (六)｣

『綿業時報』 :100ページ｡

14 運賃延戻し制をふくむ海運同盟のさまざまな

規制措置については､後藤 [1990]を参照のこ

と｡

15 ｢印度棉輸送の孟買線開始前後の経緯 (二)｣

『綿業時報』第2巻第1号 (1934年1月) :93ペー

ジ｡

16 ｢印度棉輸送の孟買線開始前後の経緯 (二)｣

『綿業時報』第2巻第1号 :94-96ページ｡ 8月下

旬から9月上旬にかけての聯合会と郵船との間

の往復書簡の写しより｡聯合会側の主張では､

出荷最盛期の増便の件は､臨時総会に出席 した

日本郵船理事近藤廉平が関係者との相談もある

ので後 日回答する旨返事をし､そのため臨時総

会では増便の件を付帯条件としながらさきの決

議事項を採択したという｡それゆえ､聯合会側

は増便の件について郵船側に確認の問い合わせ

をおこなうのは当然と考えていた｡一方､郵船

側は増便の件は近藤理事 (書簡のや り取りの時

には在外出張で不在)が不可なることを聯合会

側にすでに伝えてあると主張した｡事の真偽は

ともかく､郵船側は聯合会が積荷保証の確答も

ださないままに増便の件を持ちだしたことに立

腹したと思われる｡

17 ｢印度棉輸送の孟買線開始前後の経緯 (二)｣

『綿業時報』第2巻第1号 :96ページ｡

18 ｢印度棉輸送の孟買線開始前後の経緯 (六)｣

『綿業時報』第2巻第5号 (1934年5月):95-97ペー

ジ ｡

19 棉種により違いがあるが､イン ド最大の棉花

集散地ボンベイ市場では､ベンゴール種が11月

初旬より出市を開始 し､つづいて11月中旬から
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はベラ一種やカンデッシュ種が､2-3月ごろ

からブローチ種や ドレラ種が､そして5月から

はコムタ､ダルワル､ウェスターン種がそれぞ

れ出市 し始める｡出荷の最盛期は1月から6月

までの上半期となる｡川畑敬太郎 ｢孟買棉花取

引慣習一班｣(庄司 [1900]の付録として所収)

3ページ｡

20この契約の条文は､大谷 [1926]:70-75ペー

ジに掲載されている｡

21龍門社編 [1900]:1066ページ｡

22 龍門社編 [1900]:1042ページ ([]内は引

用者補)｡

23 紡績聯合会は年間5万俵まで13ルピーを実質

的な負担運賃として支払 うことを保証していた｡

それゆえ市場運賃がはやくに13ルピー以下に下

げ止まると､聯合会未加盟の紡績業者は聯合会

メンバーよりも安くイン ド楠を調達するという

事態が生じる｡このため未加盟社のインド棉横

取について､郵船はこれを極力避ける規定を設

ける必要があったのである｡

24 重量でみると棉花300斤人で 1俵､また容積

でみると1俵はおよそ12立方フィー トであった｡

積量40立方フィー ト- 1トンで換算すれば､ 1

依はO.3トンとなる｡それゆえ､積荷保証数量

5万俵は､ 1万5千 トンに相当する｡換算値に

ついては､龍門社編 [1958]:456ページを参照

のこと｡

25 ここでいう積荷数量保証は､海運同盟でいう

荷主のロイヤルティの確保-一手積み契約とは

内容的に異なる｡後者は､積荷があるかぎりす

べてこれを同盟船社に運搬を委託するというこ

とである｡つまり､同盟での一手積契約は､同

盟外の船には一切積み込まないという確約であ

り､積み込む数量について何の保証も荷主は同

盟に与えるものではない｡

26 龍門社編 [1900]:1041ページ｡

27 ｢印度棉輸送の孟買線開始前後の経緯 (六)｣

『綿業時報』第2巻第5号 :95ページ｡

28 ｢印度棉輸送の孟買線開始前後の経緯 (六)｣

『綿業時報』第2巻第5号 :101ページ｡

29 ｢印度棉輸送の孟買線開始前後の経緯 (六)｣



『綿業時報』第2巻第5号 :100ページ｡

30 ｢政略｣という言葉は､渋沢栄一が貴族員議

員有志を前におこなった､日本郵船のボンベイ

航路開設経緯を説明したスピーチで使われたも

のである｡龍門社編 [1900]:1057ページ｡

31 渋沢栄一は､1893(明治26)年12月､郵船の

商法にそった組織変更と役員選出にさいして､

取締役の一員に選ばれた｡ 日本郵船 [1988]:
､ヽヽ

45-46ベーン｡

32 龍門社編 [1900]:1060-61ページ｡

33 龍門社編 [1900]:1061ページ｡[ ]内は引

用者補｡

34 龍門社編 [1900]:1060-61ページ｡

35 龍門社編 [1900]:1062ページ｡

36 以下の叙述は､川上+森 [2000]:144-145ペー

ジによった｡

37 龍門社編 [1956]:409-410ページ｡

38 庄司 [1901]:23-28.

39 庄司 [1901]:28-35ページ｡契約自体には締

結 日の記載がないが､『大 日本綿糸紡績同業聯

合会報告』第18号 (1894年 4月)によると ｢明

治二十六年十月二十八 日｣となっている｡同号

1ページ｡

40 『大 日本綿糸紡績同業聯合会報告』第18号

(1894年4月) 1ページ｡

41 『大 日本綿糸紡績同業聯合会報告』第19号

(1894年5月) 1ページ｡
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